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墨田区保育所条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

 

１ 改正理由及び内容 

 ア 墨田区横川橋保育園の改修工事の実施に伴い、当該工事期間における同園の位

置を次のように仮園舎を設置する位置とする。 

  〔現 在 の 位 置〕墨田区太平一丁目２７番１３号 

  〔仮園舎の位置〕墨田区亀沢二丁目２４番６号 

  〔仮園舎設置期間〕令和４年６月１８日から墨田区規則で定める日まで 

 イ 墨田区保育所等整備計画に基づき、墨田区ひきふね保育園に公私連携制度を導

入することに伴い、当該保育園を廃止する。 

  

２ 施行期日 

  アについては令和４年６月１８日、イについては墨田区規則で定める日 

  

 


